
【令和２年度租税滞納状況について 正誤表】 

※下線部が訂正箇所である。 

訂正箇所 正 誤 

８ページ 

（参考２） 

主要税目別の租税滞納状況 

(単位：億円)

Ｂ Ｃ

外　777 外　948 外　975 外　750

(95.1%) (99.8%) (99.4%) (95.2%)

8,531 6,143 6,555 8,118
外　750 外　866 外　922 外　694

(95.2%) (90.0%) (92.9%) (93.1%)

8,118 5,528 6,091 7,554
外　694 外　973 外　803 外　864

(93.1%) (107.0%) (85.1%) (109.7%)

7,554 5,916 5,184 8,286
(93.6%) (104.2%) (100.9%) (94.4%)

3,848 1,581 1,797 3,631
(94.4%) (79.0%) (86.4%) (91.6%)

3,631 1,249 1,552 3,328
(91.6%) (109.4%) (87.1%) (100.4%)

3,328 1,366 1,352 3,342
(90.8%) (95.3%) (95.8%) (90.1%)

1,305 324 453 1,176
(90.1%) (95.5%) (87.3%) (92.7%)

1,176 310 396 1,090
(92.7%) (63.0%) (58.5%) (96.7%)

1,090 195 232 1,054
(95.1%) (106.8%) (102.8%) (96.6%)

2,543 1,256 1,344 2,455
(96.6%) (74.8%) (86.1%) (91.1%)

2,455 939 1,157 2,238
(91.1%) (124.7%) (96.9%) (102.2%)

2,238 1,171 1,121 2,288
(93.1%) (106.8%) (95.9%) (100.6%)

913 697 692 918
(100.6%) (109.7%) (106.7%) (102.9%)

918 765 738 946
(102.9%) (105.3%) (90.8%) (114.3%)

946 805 670 1,081
(94.2%) (98.3%) (108.6%) (88.7%)

708 308 388 629
(88.7%) (89.3%) (85.6%) (90.9%)

629 275 332 572
(90.9%) (85.7%) (74.2%) (98.2%)

572 236 247 561
外　777 外　948 外　975 外　750

(97.7%) (96.9%) (98.4%) (95.9%)

3,028 3,521 3,644 2,904
外　750 外　866 外　922 外　694

(95.9%) (91.0%) (94.3%) (91.9%)

2,904 3,202 3,438 2,668
外　694 外　973 外　803 外　864

(91.9%) (107.9%) (83.7%) (121.6%)

2,668 3,456 2,879 3,245
(129.7%) (92.9%) (110.9%) (105.1%)

34 35 34 36
(105.1%) (101.3%) (91.7%) (113.9%)

36 36 31 41
(113.9%) (147.1%) (117.5%) (140.5%)

41 53 36 57
　　　 (注)　１　括弧内の数値は、対前年度比です。

　　　２　上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税を除いています。

　　　　　　          ただし、地方税法附則第９条の４の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方消費税の賦課徴収

        を行うものとされていることから、「全税目合計」欄及び「消費税」欄の外書として、地方消費税の滞納状況を示し

　　　　ています。

　　　３　各々の計数において、億円未満を四捨五入したため、合計とは一致しない場合があります。

区 分 Ａ　前年度末 Ｄ（Ａ＋Ｂ－Ｃ）当年度末

 税 目 滞納整理中のものの額 新 規 発 生 滞 納 額 整     理     済     額 滞納整理中のものの額
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